
 

 

 

近年、焼津市内の道端や河原などで見かけるようになった『オオキンケイギク』は、アメリカ合衆国中

部、南東部が原産で、毎年、５月から７月にかけて鮮やかな⻩色の花をつけます。「ｗｉｌｄ ｆｌｏｗｅ

ｒ」等の名称で、種子が輸⼊され、苗なども流通していましたが、繁殖力が強く、在来種を駆逐してしまう

等の理由から、輸⼊・流通が規制されました。 

現在、オオキンケイギクは、外来生物法により「特定外来生物」に指定されていて、栽培、運搬、販売、

野外に放つことなどが禁止されている植物です。 

オオキンケイギクかどうかの判断は、裏面の「環境省 特定外来生物同定マニュアル(植物)」を参考にして

ください。家庭内や畑に植えている場合は、飛散しないように注意し、処分をお願いします。 

また、環境美化活動等の作業の際に見かけた場合は、下記処分方法を参考に処分をお願いいたします。 

 

 

【問合せ】焼津市役所 環境課 環境政策担当 

TEL ０５４−６２６−２１５３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特定外来生物「オオキンケイギク」の防除にご協力ください 

【罰則規定】 

栽培や運搬、野外に放つことが法律により原則禁止

されており、違反すると個人の場合、最大で 300 万

円の罰金もしくは３年以下の懲役、法人の場合、最

大で１億円の罰金が科されます。 

R3.5 焼津駅北で撮影 

参考：九州地方環境事務所ホームページ チラシ「みんなで駆除しようオオキンケイギク」より抜粋 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

         

環境省 特定外来生物同定 

マニュアル（植物）より 


